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福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
　
第
５
－
２
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指

示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
　
利
幸

第
１
　
制
限
内
容

　
次
の
表
の
定
置
漁
業
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
保
護
区
域
に
お
い
て
は
、
魚
道

を
遮
断
す
る
行
為
、
魚
群
を
逸
散
す
る
行
為
、
火
光
を
利
用
す
る
行
為
そ
の
他
当
該
定
置
漁
業
に
著
し
く

支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

定
置
漁
業
権
漁
場

免
許
番
号

漁
業
の
種
類

保
護
区
域
（
ｍ
）

沖
合

左
側

右
側

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

３
０
０

２
０
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
０
０

３
０
０

１
，
８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
４
０
０

２
，
０
０
０

１
，
７
０
０

１
，
３
０
０

１
，
４
０
０

１
，
４
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

７
０
０

８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

３
０
０

３
０
０

４
０
０

１
，
０
０
０

９
９
５

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

７
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

３
０
０

５
０
０

７
０
０

１
５
０

１
５
０

２
５
０

７
０
０

９
７
５

６
０
０

６
０
０

６
０
０

６
０
０

８
０
０

８
０
０

８
０
０

定
第
１
号

定
第
２
号

定
第
３
号

定
第
５
号

定
第
６
号

定
第
７
号

定
第
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

（
１
）九
頭
竜
川
河
口
三
国
防
波
堤
突
端
か
ら

真
方
位
３
１
５
度
の
線
①
以
北
の
水
深
３
０

メ
ー
ト
ル
等
深
線
以
浅
の
海
域

（
２
）丹
生
郡
越
前
町
干
飯
埼
突
端
と
敦
賀
市

立
石
岬
突
端
を
結
ん
だ
線
②
と
南
条
郡
南
越

前
町
と
敦
賀
市
と
の
陸
岸
に
お
け
る
境
界
点

か
ら
真
方
位
３
０
５
度
の
線
③
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域

（
３
）敦
賀
市
岡
埼
突
端
と
同
市
明
神
埼
突
端

を
結
ん
だ
線
④
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域

（
４
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
か
ら
真
方
位
２
７
０
度
の
線

⑤
以
南
の
陸
岸（
千
島
を
除
く
。）か
ら
沖
合

３
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

（
５
）区
分
１（
４
）に
定
め
る
海
域
の
ほ
か
、

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
灯
台
と
小
浜
市
久

須
夜
ケ
岳
山
頂
を
結
ん
だ
線
以
南
お
よ
び
大

飯
郡
お
お
い
町
髻
島
と
同
郡
高
浜
町
風
島
を

結
ん
だ
線
以
南
の
海
域

区
分
１
の
線
②
と
線
③
と
線
④
お
よ
び
陸
岸

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）区
分
１
の
線
②
と
線
⑤
の
間
の
敦
賀
市

陸
岸
か
ら
沖
合
４
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内

の
海
域

（
２
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
お
よ
び
線
⑤
と
東
経
１
３
５

度
５
４
．８
分
の
線
と
の
交
点
お
よ
び
東
経

１
３
５
度
５
４
．８
分
北
緯
３
５
度
４
２
．２

分
の
点
お
よ
び
北
緯
３
５
度
４
２
．２
分
の

線
と
常
神
岬
突
端
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
⑥

と
の
交
点
な
ら
び
に
常
神
岬
突
端
の
点
と
を

順
次
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域（
区
分
１（
４
）の
海
域
を
除
く
。）

（
３
）常
神
岬
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
以
西
の

陸
岸
か
ら
６
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海

域（
区
分
１（
４
）お
よ
び（
５
）の
海
域
を
除

く
。）

（
１
）線
①
以
北
の
水
深
６
０
メ
ー
ト
ル
等
深

線
以
浅
の
海
域（
区
分
１（
１
）の
海
域
を
除

く
。）

（
２
）線
①
と
福
井
市
八
ツ
俣
赤
石
か
ら
真
方

位
２
７
０
度
の
線
⑦
の
間
の
水
深
６
０
メ
ー

ト
ル
以
浅
の
海
域

線
②
と
線
⑦
の
間
の
越
前
町
沿
岸
水
深
６
０

メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

区
分
１
か
ら
区
分
５
ま
で
の
海
域
以
外
の
海

域

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

１
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

２
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内（
４

月
１
日
か
ら
１
０
月
３
１
日

ま
で
は
す
る
め
い
か
を
漁
獲

す
る
場
合
に
限
り
、福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け

出
た
船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
漁
船
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内
、福
井
県
漁
業
調

整
規
則（
令
和
２
年
福
井
県

規
則
第
５
６
号
）第
４
条
に

基
づ
く
小
型
い
か
つ
り
漁
業

の
許
可
を
受
け
た
漁
船
は
１

８
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内
）

２
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

３
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

（
１
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
１
８
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

（
２
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
内

（
３
）漁
業
以
外
に
使
用
す
る

船
舶
の
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

１
船
舶
に
つ
き
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
集
魚
灯
の

光
力
の
合
計

区
分１２

海
域
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備
考
　
「
沖
合
」
と
は
、
垣
網
の
磯
の
端
か
ら
天
張
り
を
結
ぶ
直
線
と
直
角
を
な
す
直
線
の
う
ち
天
張
り

を
通
る
直
線
の
沖
合
を
、
「
左
側
」
と
は
、
陸
岸
か
ら
沖
を
見
て
垣
網
の
磯
の
端
か
ら
天
張
り
を
結
ぶ
直

線
の
左
側
を
、
「
右
側
」
と
は
、
陸
岸
か
ら
沖
を
見
て
垣
網
の
磯
の
端
か
ら
天
張
り
を
結
ぶ
直
線
の
右
側

を
い
う
。

第
２
　
指
示
の
有
効
期
間

　
令
和
５
年
９
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
８
月
３
１
日
ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
　
第
５
－
３
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
沖
合
海

域
に
お
け
る
火
光
を
利
用
し
た
釣
り
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
　
利
幸

第
１
　
制
限
内
容

　
福
井
県
沖
合
海
域
に
お
け
る
火
光
を
利
用
し
た
釣
り
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
海
域
ご
と
に
定
め
る
火
光

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
和
５
年
９
月
１
日
付
け
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
５
－

２
号
に
て
設
定
し
た
保
護
区
域
を
除
く
。
ま
た
、
次
表
の
１
船
舶
に
つ
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
魚

灯
の
光
力
の
合
計
に
お
い
て
、
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
式
集
魚
灯
（
以
下
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
」
と
い
う
。
）
を
使
用

す
る
場
合
は
、
当
該
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
の
定
格
出
力
に
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
単
位
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、
１
未

定
第
　
１
号

定
第
　
２
号

定
第
　
３
号

定
第
　
５
号

定
第
　
６
号

定
第
　
７
号

定
第
　
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
２
号

定
第
１
３
号

定
第
１
５
号

定
第
１
６
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

定
置
漁
業
権
漁
場

免
許
番
号

表
３

漁
業
権
者

区
　
　
域

委
員
会
指
示
第
５
―
２
号
に
よ
り
設

け
た
保
護
区
域
。
な
お
、
保
護
区
域

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
定
置
漁
業
権

漁
場
に
あ
っ
て
は
、
定
置
漁
具
の
各

網
部
よ
り
周
囲
０
．
３
海
里
の
範
囲

内
の
区
域

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

３
０
０

２
０
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
０
０

３
０
０

１
，
８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
４
０
０

２
，
０
０
０

１
，
７
０
０

１
，
３
０
０

１
，
４
０
０

１
，
４
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

７
０
０

８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

３
０
０

３
０
０

４
０
０

１
，
０
０
０

９
９
５

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

７
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

３
０
０

５
０
０

７
０
０

１
５
０

１
５
０

２
５
０

７
０
０

９
７
５

６
０
０

６
０
０

６
０
０

６
０
０

８
０
０

８
０
０

８
０
０

定
第
１
号

定
第
２
号

定
第
３
号

定
第
５
号

定
第
６
号

定
第
７
号

定
第
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
１
に
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

（
１
）九
頭
竜
川
河
口
三
国
防
波
堤
突
端
か
ら

真
方
位
３
１
５
度
の
線
①
以
北
の
水
深
３
０

メ
ー
ト
ル
等
深
線
以
浅
の
海
域

（
２
）丹
生
郡
越
前
町
干
飯
埼
突
端
と
敦
賀
市

立
石
岬
突
端
を
結
ん
だ
線
②
と
南
条
郡
南
越

前
町
と
敦
賀
市
と
の
陸
岸
に
お
け
る
境
界
点

か
ら
真
方
位
３
０
５
度
の
線
③
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域

（
３
）敦
賀
市
岡
埼
突
端
と
同
市
明
神
埼
突
端

を
結
ん
だ
線
④
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域

（
４
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
か
ら
真
方
位
２
７
０
度
の
線

⑤
以
南
の
陸
岸（
千
島
を
除
く
。）か
ら
沖
合

３
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

（
５
）区
分
１（
４
）に
定
め
る
海
域
の
ほ
か
、

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
灯
台
と
小
浜
市
久

須
夜
ケ
岳
山
頂
を
結
ん
だ
線
以
南
お
よ
び
大

飯
郡
お
お
い
町
髻
島
と
同
郡
高
浜
町
風
島
を

結
ん
だ
線
以
南
の
海
域

区
分
１
の
線
②
と
線
③
と
線
④
お
よ
び
陸
岸

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）区
分
１
の
線
②
と
線
⑤
の
間
の
敦
賀
市

陸
岸
か
ら
沖
合
４
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内

の
海
域

（
２
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
お
よ
び
線
⑤
と
東
経
１
３
５

度
５
４
．８
分
の
線
と
の
交
点
お
よ
び
東
経

１
３
５
度
５
４
．８
分
北
緯
３
５
度
４
２
．２

分
の
点
お
よ
び
北
緯
３
５
度
４
２
．２
分
の

線
と
常
神
岬
突
端
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
⑥

と
の
交
点
な
ら
び
に
常
神
岬
突
端
の
点
と
を

順
次
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域（
区
分
１（
４
）の
海
域
を
除
く
。）

（
３
）常
神
岬
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
以
西
の

陸
岸
か
ら
６
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海

域（
区
分
１（
４
）お
よ
び（
５
）の
海
域
を
除

く
。）

（
１
）線
①
以
北
の
水
深
６
０
メ
ー
ト
ル
等
深

線
以
浅
の
海
域（
区
分
１（
１
）の
海
域
を
除

く
。）

（
２
）線
①
と
福
井
市
八
ツ
俣
赤
石
か
ら
真
方

位
２
７
０
度
の
線
⑦
の
間
の
水
深
６
０
メ
ー

ト
ル
以
浅
の
海
域

線
②
と
線
⑦
の
間
の
越
前
町
沿
岸
水
深
６
０

メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

区
分
１
か
ら
区
分
５
ま
で
の
海
域
以
外
の
海

域

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

１
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

２
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内（
４

月
１
日
か
ら
１
０
月
３
１
日

ま
で
は
す
る
め
い
か
を
漁
獲

す
る
場
合
に
限
り
、福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け

出
た
船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
漁
船
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内
、福
井
県
漁
業
調

整
規
則（
令
和
２
年
福
井
県

規
則
第
５
６
号
）第
４
条
に

基
づ
く
小
型
い
か
つ
り
漁
業

の
許
可
を
受
け
た
漁
船
は
１

８
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内
）

２
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

３
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

（
１
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
１
８
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

（
２
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
内

（
３
）漁
業
以
外
に
使
用
す
る

船
舶
の
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

１
船
舶
に
つ
き
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
集
魚
灯
の

光
力
の
合
計

区
分１２３

海
　
　
　
　
域
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第
２
　
指
示
の
有
効
期
間

　
令
和
５
年
９
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
８
月
３
１
日
ま
で
。

附
則

第
３
　
区
画
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
区
画
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

共
同
漁
業
権
漁
場

免
許
番
号

共
第
２
号

共
第
５
号
、
共
第
６
号

共
第
８
号

共
第
３
１
号
、
共
第
３
２
号
、

共
第
３
３
号
、
共
第
３
５
号
、

共
第
３
６
号
、
共
第
３
７
号
、

共
第
３
８
号
、
共
第
５
０
号

表
１

雄
島
漁
業
協
同
組
合

福
井
市
漁
業
協
同
組
合

越
廼
漁
業
協
同
組
合

若
狭
高
浜
漁
業
協
同
組
合

左
記
共
同
漁
業
権
内
の
全
海
域

左
記
共
同
漁
業
権
内
に
敷
設
さ
れ
た

小
型
定
置
網
の
周
囲
１
０
０
ｍ
以
内

の
海
域

漁
業
権
者

区
　
　
域

福
井
市
越
廼
地
区
沖
合

漁
場
の
位
置

表
４

⑴
　
次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
お
よ
び
ア
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
ア
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
０
２
秒

　
イ
　
北
緯
３
６
度
０
４
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
２
２
秒

　
ウ
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
３
１
秒
、
東
経
１
３
６
度
０
０
分
０
８
秒

　
エ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
４
４
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
５
２
秒

⑵
　
次
の
オ
、
カ
、
キ
、
ク
お
よ
び
オ
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
オ
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
２
５
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
７
分
０
４
秒

　
カ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
１
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
２
６
秒

　
キ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
０
２
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
４
５
秒

　
ク
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
４
１
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
４
２
秒

区
　
　
域

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

３
０
０

２
０
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
５
０

３
０
０

３
０
０

３
０
０

１
，
８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
４
０
０

２
，
０
０
０

１
，
７
０
０

１
，
３
０
０

１
，
４
０
０

１
，
４
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

７
０
０

８
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

３
０
０

３
０
０

４
０
０

１
，
０
０
０

９
９
５

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

５
０
０

３
０
０

７
０
０

５
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
０
０

５
０
０

３
０
０

５
０
０

７
０
０

１
５
０

１
５
０

２
５
０

７
０
０

９
７
５

６
０
０

６
０
０

６
０
０

６
０
０

８
０
０

８
０
０

８
０
０

定
第
１
号

定
第
２
号

定
第
３
号

定
第
５
号

定
第
６
号

定
第
７
号

定
第
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

（
１
）九
頭
竜
川
河
口
三
国
防
波
堤
突
端
か
ら

真
方
位
３
１
５
度
の
線
①
以
北
の
水
深
３
０

メ
ー
ト
ル
等
深
線
以
浅
の
海
域

（
２
）丹
生
郡
越
前
町
干
飯
埼
突
端
と
敦
賀
市

立
石
岬
突
端
を
結
ん
だ
線
②
と
南
条
郡
南
越

前
町
と
敦
賀
市
と
の
陸
岸
に
お
け
る
境
界
点

か
ら
真
方
位
３
０
５
度
の
線
③
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域

（
３
）敦
賀
市
岡
埼
突
端
と
同
市
明
神
埼
突
端

を
結
ん
だ
線
④
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域

（
４
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
か
ら
真
方
位
２
７
０
度
の
線

⑤
以
南
の
陸
岸（
千
島
を
除
く
。）か
ら
沖
合

３
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

（
５
）区
分
１（
４
）に
定
め
る
海
域
の
ほ
か
、

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
灯
台
と
小
浜
市
久

須
夜
ケ
岳
山
頂
を
結
ん
だ
線
以
南
お
よ
び
大

飯
郡
お
お
い
町
髻
島
と
同
郡
高
浜
町
風
島
を

結
ん
だ
線
以
南
の
海
域

区
分
１
の
線
②
と
線
③
と
線
④
お
よ
び
陸
岸

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）区
分
１
の
線
②
と
線
⑤
の
間
の
敦
賀
市

陸
岸
か
ら
沖
合
４
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内

の
海
域

（
２
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
お
よ
び
線
⑤
と
東
経
１
３
５

度
５
４
．８
分
の
線
と
の
交
点
お
よ
び
東
経

１
３
５
度
５
４
．８
分
北
緯
３
５
度
４
２
．２

分
の
点
お
よ
び
北
緯
３
５
度
４
２
．２
分
の

線
と
常
神
岬
突
端
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
⑥

と
の
交
点
な
ら
び
に
常
神
岬
突
端
の
点
と
を

順
次
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域（
区
分
１（
４
）の
海
域
を
除
く
。）

（
３
）常
神
岬
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
以
西
の

陸
岸
か
ら
６
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海

域（
区
分
１（
４
）お
よ
び（
５
）の
海
域
を
除

く
。）

（
１
）線
①
以
北
の
水
深
６
０
メ
ー
ト
ル
等
深

線
以
浅
の
海
域（
区
分
１（
１
）の
海
域
を
除

く
。）

（
２
）線
①
と
福
井
市
八
ツ
俣
赤
石
か
ら
真
方

位
２
７
０
度
の
線
⑦
の
間
の
水
深
６
０
メ
ー

ト
ル
以
浅
の
海
域

線
②
と
線
⑦
の
間
の
越
前
町
沿
岸
水
深
６
０

メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

区
分
１
か
ら
区
分
５
ま
で
の
海
域
以
外
の
海

域

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

１
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

２
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内（
４

月
１
日
か
ら
１
０
月
３
１
日

ま
で
は
す
る
め
い
か
を
漁
獲

す
る
場
合
に
限
り
、福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け

出
た
船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
漁
船
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内
、福
井
県
漁
業
調

整
規
則（
令
和
２
年
福
井
県

規
則
第
５
６
号
）第
４
条
に

基
づ
く
小
型
い
か
つ
り
漁
業

の
許
可
を
受
け
た
漁
船
は
１

８
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内
）

２
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

３
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

（
１
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
１
８
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

（
２
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
内

（
３
）漁
業
以
外
に
使
用
す
る

船
舶
の
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

３４５６

　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
３
０
－
８
号
の
発
動
の
際
（
平
成
３
０
年
８
月
２
８
日
）
既
に
Ｌ

Ｅ
Ｄ
灯
を
船
舶
に
整
備
し
、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け
出
て
い
た
船
舶
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
改
造
ま
た
は
換
装
し
な
い
限
り
、
光
力
は
定
格
出
力
に
３
を
乗
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
　
第
５
－
４
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
の
海
面

に
お
い
て
、
竿
釣
り
お
よ
び
手
釣
り
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限

す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
　
利
幸

第
１
　
定
義

　
釣
り
を
行
う
た
め
に
水
産
動
物
を
蝟
集
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
１
）
海
中
に
直
接
散
布

す
る
も
の
、
２
）
カ
ゴ
や
袋
に
入
れ
て
海
中
に
散
布
す
る
も
の
、
３
）
釣
り
針
に
つ
け
る
餌
以
外
の
水
産

動
物
の
餌
お
よ
び
誘
因
物
質
、
を
「
ま
き
え
」
と
い
い
、
ま
き
え
を
使
用
し
た
釣
り
を
「
ま
き
え
釣
り
」

と
い
う
。

第
２
　
共
同
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
共
同
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
（
磯
渡
り
を
含
む
。
）
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。
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第
４
　
定
置
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
定
置
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

第
５
　
人
工
魚
礁
周
辺
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
漁
場
の
位
置
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船
舶
を

使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

区
第
７
号
、
区
第
８
号
、

区
第
１
０
号
、
区
第
１
１
号
、

区
第
１
２
号
、
区
第
１
３
号
、

区
第
１
５
号
、
区
第
１
６
号
、

区
第
１
７
号
、
区
第
１
８
号
、

区
第
２
０
号
、
区
第
２
１
号

区
画
漁
業
権
漁
場

免
許
番
号

表
２

敦
賀
市
漁
業
協
同
組
合

左
記
区
画
漁
業
権
内
の
全
海
域

漁
業
権
者

区
　
　
域

定
第
　
１
号

定
第
　
２
号

定
第
　
３
号

定
第
　
５
号

定
第
　
６
号

定
第
　
７
号

定
第
　
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
２
号

定
第
１
３
号

定
第
１
５
号

定
第
１
６
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

定
置
漁
業
権
漁
場

免
許
番
号

表
３

漁
業
権
者

区
　
　
域

委
員
会
指
示
第
５
―
２
号
に
よ
り
設

け
た
保
護
区
域
。
な
お
、
保
護
区
域

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
定
置
漁
業
権

漁
場
に
あ
っ
て
は
、
定
置
漁
具
の
各

網
部
よ
り
周
囲
０
．
３
海
里
の
範
囲

内
の
区
域

定
第
　
１
号

定
第
　
２
号

定
第
　
３
号

定
第
　
５
号

定
第
　
６
号

定
第
　
７
号

定
第
　
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
２
号

定
第
１
３
号

定
第
１
５
号

定
第
１
６
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

福
井
市
越
廼
地
区
沖
合

漁
場
の
位
置

表
４

⑴
　
次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
お
よ
び
ア
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
ア
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
０
２
秒

　
イ
　
北
緯
３
６
度
０
４
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
２
２
秒

　
ウ
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
３
１
秒
、
東
経
１
３
６
度
０
０
分
０
８
秒

　
エ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
４
４
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
５
２
秒

⑵
　
次
の
オ
、
カ
、
キ
、
ク
お
よ
び
オ
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
オ
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
２
５
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
７
分
０
４
秒

　
カ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
１
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
２
６
秒

　
キ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
０
２
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
４
５
秒

　
ク
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
４
１
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
４
２
秒

区
　
　
域

（
１
）九
頭
竜
川
河
口
三
国
防
波
堤
突
端
か
ら

真
方
位
３
１
５
度
の
線
①
以
北
の
水
深
３
０

メ
ー
ト
ル
等
深
線
以
浅
の
海
域

（
２
）丹
生
郡
越
前
町
干
飯
埼
突
端
と
敦
賀
市

立
石
岬
突
端
を
結
ん
だ
線
②
と
南
条
郡
南
越

前
町
と
敦
賀
市
と
の
陸
岸
に
お
け
る
境
界
点

か
ら
真
方
位
３
０
５
度
の
線
③
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域

（
３
）敦
賀
市
岡
埼
突
端
と
同
市
明
神
埼
突
端

を
結
ん
だ
線
④
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域

（
４
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
か
ら
真
方
位
２
７
０
度
の
線

⑤
以
南
の
陸
岸（
千
島
を
除
く
。）か
ら
沖
合

３
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

（
５
）区
分
１（
４
）に
定
め
る
海
域
の
ほ
か
、

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
灯
台
と
小
浜
市
久

須
夜
ケ
岳
山
頂
を
結
ん
だ
線
以
南
お
よ
び
大

飯
郡
お
お
い
町
髻
島
と
同
郡
高
浜
町
風
島
を

結
ん
だ
線
以
南
の
海
域

区
分
１
の
線
②
と
線
③
と
線
④
お
よ
び
陸
岸

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）区
分
１
の
線
②
と
線
⑤
の
間
の
敦
賀
市

陸
岸
か
ら
沖
合
４
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内

の
海
域

（
２
）敦
賀
市
と
三
方
郡
美
浜
町
と
の
陸
岸
に

お
け
る
境
界
点
お
よ
び
線
⑤
と
東
経
１
３
５

度
５
４
．８
分
の
線
と
の
交
点
お
よ
び
東
経

１
３
５
度
５
４
．８
分
北
緯
３
５
度
４
２
．２

分
の
点
お
よ
び
北
緯
３
５
度
４
２
．２
分
の

線
と
常
神
岬
突
端
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
⑥

と
の
交
点
な
ら
び
に
常
神
岬
突
端
の
点
と
を

順
次
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域（
区
分
１（
４
）の
海
域
を
除
く
。）

（
３
）常
神
岬
か
ら
真
方
位
０
度
の
線
以
西
の

陸
岸
か
ら
６
，０
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海

域（
区
分
１（
４
）お
よ
び（
５
）の
海
域
を
除

く
。）

（
１
）線
①
以
北
の
水
深
６
０
メ
ー
ト
ル
等
深

線
以
浅
の
海
域（
区
分
１（
１
）の
海
域
を
除

く
。）

（
２
）線
①
と
福
井
市
八
ツ
俣
赤
石
か
ら
真
方

位
２
７
０
度
の
線
⑦
の
間
の
水
深
６
０
メ
ー

ト
ル
以
浅
の
海
域

線
②
と
線
⑦
の
間
の
越
前
町
沿
岸
水
深
６
０

メ
ー
ト
ル
以
浅
の
海
域

区
分
１
か
ら
区
分
５
ま
で
の
海
域
以
外
の
海

域

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

１
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

２
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内（
４

月
１
日
か
ら
１
０
月
３
１
日

ま
で
は
す
る
め
い
か
を
漁
獲

す
る
場
合
に
限
り
、福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
に
届
け

出
た
船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
漁
船
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内
、福
井
県
漁
業
調

整
規
則（
令
和
２
年
福
井
県

規
則
第
５
６
号
）第
４
条
に

基
づ
く
小
型
い
か
つ
り
漁
業

の
許
可
を
受
け
た
漁
船
は
１

８
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内
）

２
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

３
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
内

（
１
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
１
８
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

（
２
）船
舶
総
ト
ン
数
５
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
漁
業
に
使
用

す
る
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
内

（
３
）漁
業
以
外
に
使
用
す
る

船
舶
の
場
合
は
７
０
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
内

４５６
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第
６
　
指
示
の
有
効
期
間

　
令
和
５
年
９
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
８
月
３
１
日
ま
で
。

⑴
　
次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
お
よ
び
ア
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
ア
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
０
２
秒

　
イ
　
北
緯
３
６
度
０
４
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
２
２
秒

　
ウ
　
北
緯
３
６
度
０
３
分
３
１
秒
、
東
経
１
３
６
度
０
０
分
０
８
秒

　
エ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
４
４
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
５
２
秒

⑵
　
次
の
オ
、
カ
、
キ
、
ク
お
よ
び
オ
の
各
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

　
囲
ま
れ
た
海
域

　
オ
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
２
５
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
７
分
０
４
秒

　
カ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
１
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
２
６
秒

　
キ
　
北
緯
３
６
度
０
２
分
０
２
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
４
５
秒

　
ク
　
北
緯
３
６
度
０
０
分
４
１
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
４
２
秒
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令
和
五
年
九
月
一
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

定
第
　
１
号

定
第
　
２
号

定
第
　
３
号

定
第
　
５
号

定
第
　
６
号

定
第
　
７
号

定
第
　
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
２
号

定
第
１
３
号

定
第
１
５
号

定
第
１
６
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃


